
特別入学者選抜等に係る追検査の実施について 

■対象者…特別選抜等に出願した志願者のうち、次の(1)から(6)のいずれかに該当する者で、 

一般入学者選抜に出願しなかった者 

(1) 学力検査等当日（二日にわたり学力検査等を実施する選抜にあっては、いずれか一日でも該

当する場合を含む。以下同じ。）に出席停止の扱いが定められている感染症（学校保健安全法施

行規則第十九条において出席停止の扱いが定められている感染症。ただし、同規則第十八条第

三号にある「その他の感染症」は除く。）に罹患しており当日すべての検査を受験しなかった者 

（新型コロナウイルス感染症の検査で陽性反応が確認された者（医師により新型コロナウイル

スに感染している疑いがあると診断された者を含む。以下「陽性者」という。）で、学力検査等

当日まで保健所等から安静・療養の解除又は終了の指示を受けていない者を含む。） 

(2) 保健所等により新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に特定され、学力検査等当日すべて

の検査を受験しなかった者 

(3) 学力検査等当日に発熱等の風邪の症状があり、当日すべての検査を受験しなかった者 

(4) 学力検査等当日に新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者であることが判明し、 

検査を中断せざるを得なかった者 

(5) 無症状の濃厚接触者として受験が認められた者で、学力検査等の実施中に発熱等の風邪の 

症状が確認され、検査を中断せざるを得なかった者 

(6) 外国から帰国又は入国した者で、学力検査等当日に検疫法に基づく隔離・停留が必要とされ

ている者及び検疫所長が指定する場所において待機を指示されている者 

■出願 

ア 出願期日及び出願時間は、３月 10 日（木）の午後３時から午後５時までとする。 

イ 志願者は、以下の書類等を志願先高等学校長に提出する。ただし、出願場所は、大阪府庁別館６ 

階会議室（郵送は認めない。）なお、提出時には特別選抜等の志願先高等学校の受験票を提示すること。 

 (ｱ) 追検査受験願（特別選抜等用）（様式Ａ） 

 (ｲ) 学力検査等当日に感染症に罹患していたことを証明する書類、志願者本人が学力検査等実施日に

発熱等の風邪の症状が見られることを示す診断書等又は「令和４年度大阪府公立高等学校特別入

学者選抜等（追検査）出願に係る申告書」（様式Ｂ）のいずれか一つ 

 (ｳ) 切手 404 円分（合格者の発表通知用） 

ウ 志願先高等学校及び志望学科等は、特別選抜等の出願時のものと変更することはできない。 

※先週発表されましたが、特別選抜と能勢分校選抜の追試験が行われることが決まりました。 

 昨年度には特別選抜には追試験はなかったので、今年からの変更です。 

大阪府のホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/ 

に詳しい資料が出ています、御確認下さい。（出願時に受験生向けのプリントが高校から出ます） 
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